
 

地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書 

 

 

 消費者庁の令和６年版消費者白書によると、令和５年度の全国の消費生活相談件数は約

９０．９万件と前年度よりも３万件以上増加し、消費者被害・トラブルの契約購入金額の

推計値は約１０．６兆円と前年度よりも２兆円以上増加しており、消費者被害の防止や救

済がより一層求められている。 

 平成２６年に開始された地方消費者行政推進交付金は、消費生活相談員の人件費に充て

ることができることから、長い間地方自治体の消費生活相談体制を下支えしてきたが、本

市では令和７年度末に活用期間が終了するため、相談窓口開設日の減少並びに消費者への

啓発及び救済といった事業の縮小を余儀なくされるおそれがある。 

 また、近年問題となっていることは、消費生活相談員の高齢化並びに新規及び若手の担

い手不足の深刻化であり、消費生活相談員が安定的に業務を継続できるような雇用形態及

び処遇の改善が必要である。 

 さらに、消費者庁は消費生活相談のデジタル化に向け、令和８年１０月に全国消費生活

情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）に代わる新しいシステムの整備を予定して

いるが、端末のリース費用、セキュリティ対策の継続的な更新費用及び通信費は、全て地

方自治体が負担しており、これらの経常的経費も国の責任で措置すべきである。 

 よって、国におかれては、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望する

ものである。 

 １ 地方自治体の財政事情によることなく、地方消費者行政を安定的に推進するための

恒久的な財源を措置すること。 

 ２ 消費生活相談員の安定的な確保及び処遇改善に係る制度設計に必要な予算措置を講

じること。 

 ３ 国が進める消費生活相談のデジタル化に係る予算を国の責任で措置すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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